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Regular meeting in December
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寒さに耐えたおいしそうなネギ（砂口） 

条例・補正予算等・
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答 答 問 問 

答 答 問 

十

二

月

定

例

会

第

二

回

臨

時

会

主
な
質
疑 

主
な
質
疑 

条
例
等 

条
例
改
正 

補
正
予
算 

補
正
予
算 

議場の 
  雰囲気を 
議場の 
  雰囲気を 
議場の 
  雰囲気を 

あなた自身で

次回の定例会は

３月４日の開会予定です。

だれでも、 お気軽にどうぞ！

役場庁舎３階議会傍聴席入口にて、

名簿帳に名前を記入するだけです。

出入は自由です。

総
務
費 

教
育
費 

消
防
費 

土
木
費 

民
生
費 

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計 

老
人
保
健
特
別
会
計 

一  

般  

会  

計  

下
水
道
事
業
特
別
会
計 

　
平
成
十
九
年
第
四
回
中
井
町
議
会
定
例
会
を
十
二
月
五
日
に
開
会
し
て
、
会
期
を
七
日
間
と
し
、
陳

情
一
件
を
委
員
会
付
託
し
、
行
政
報
告
を
受
け
、
条
例
制
定
、
条
例
改
正
、
定
款
の
改
正
、
一
般
会
計

他
三
会
計
の
補
正
予
算
、
意
見
書
三
件
、
決
議
一
件
を
原
案
の
と
お
り
可
決
し
た
。 

　
一
般
質
問
は
八
名
の
議
員
が
十
二
項
目
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
。 

　
平
成
十
九
年
第
二
回
中
井
町
議
会
臨
時
会
を
十
一
月
二
十
八
日

に
開
催
し
、
「
中
井
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
」
と
、
そ
れ
に
関
す
る
五
会
計
の
補
正
予
算
を
原
案

の
と
お
り
可
決
し
た
。 

◎
中
井
町
課
設
置
条
例 

　
効
果
的
・
効
率
的
に
事
務
事

業
を
処
理
す
る
た
め
、
部
制
を

廃
止
し
、
新
た
な
行
政
組
織
を

定
め
る
。 

　
部
設
置
条
例
を
廃
止
し
、
関

係
八
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改

正
を
行
う
。 

◎
中
井
町
営
住
宅
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例 

　
入
居
者
の
安
全
と
平
穏
を
保

つ
た
め
、
暴
力
団
員
の
入
居
制

限
及
び
関
係
機
関
へ
の
協
力
依

頼
に
つ
い
て
改
正
。 

◎
中
井
町
土
地
開
発
公
社
定
款

の
一
部
改
正 

　
総
務
省
が
定
め
る
土
地
開
発

公
社
経
理
基
準
要
綱
の
改
正
に

よ
り
、
運
用
資
産
は
資
産
に
含

ま
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
や
、
郵

政
民
営
化
法
で
郵
便
貯
金
廃
止

に
伴
い
、
関
係
規
定
の
整
備
の

た
め
一
部
改
正
。 

   

　
今
回
可
決
し
た
補
正
予
算
の

主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
。 

  

　
一
般
会
計
の
補
正
予
算
は
八
、

〇
二
一
万
三
千
円
の
追
加
で
、

平
成
十
九
年
度
予
算
総
額
は
、

四
十
二
億
五
、
六
四
八
万
五
千

円
と
し
た
。 

 

　
町
議
会
議
員
選
挙
費
を
三
一

二
万
八
千
円
減
額
。 

　
自
治
会
館
修
繕
費
補
助
金
に

三
〇
〇
万
円
追
加
。 

 

　
重
度
障
害
者
医
療
費
に
六
三

一
万
三
千
円
追
加
。 

　
中
村
保
育
園
に
転
落
防
止
用

防
護
柵
等
工
事
請
負
費
一
〇
〇

万
円
追
加
。 

　
井
ノ
口
保
育
園
の
工
事
請
負

費
を
三
、
七
〇
〇
万
円
減
額
。 

 

　
町
道
補
修
工
事
に
三
、
四
五

〇
万
円
追
加
。 

 

　
防
災
無
線
難
聴
改
善
の
た
め

修
繕
料
に
一
二
四
万
二
千
円
追

加
。 

 

　
幼
稚
園
の
ト
イ
レ
改
修
工
事

設
計
委
託
料
に
九
九
万
八
千
円

追
加
。 

　
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
外
部
改

修
工
事
設
計
委
託
料
に
八
四
万

円
追
加
。 

 

 

　
療
養
給
付
費
九
、
五
〇
〇
万

円
、
高
額
療
養
費
一
、
五
〇
〇

万
円
を
増
額
し
、
介
護
給
付
費

納
付
金
を
八
六
九
万
七
千
円
減

額
。 

 

　
　
医
療
費
増
は
見
込
め
な
か
っ

　
た
の
か
。 

　
　
退
職
者
の
増
と
、
医
療
の

　
高
度
化
で
医
療
費
が
伸
び
て

　
し
ま
っ
た
。 

　
　
来
年
も
国
保
税
を
上
げ
る

　
の
か
。 

　
　
来
年
度
の
こ
と
は
時
期
尚

　
早
。
議
論
し
て
い
か
な
く
て

　
は
い
け
な
い
事
態
。 

  

　
過
年
度
分
負
担
金
等
償
還
金

を
二
、
一
一
四
万
円
増
額
。 

  
　
事
業
再
評
価
業
務
委
託
五
〇

〇
万
円
、
路
面
復
旧
工
事
費
五

〇
〇
万
円
を
増
額
し
、
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
三
〇
〇
万
円

減
額
、
利
子
償
還
金
五
六
万
六

千
円
減
額
。 

◎
中
井
町
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例 　
人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
子
等

に
係
る
扶
養
手
当
を
月
五
百
円
、

期
末
勤
勉
手
当
を
〇
・
〇
五
ヶ

月
引
き
上
げ
、
給
与
を
初
任
給

中
心
に
若
年
層
限
定
で
引
き
上

げ
る
。 

 

 

　
　
給
与
改
定
の
影
響
額
は
。 

　
　
三
六
五
万
二
千
円
の
増
。 

    

　
給
与
改
定
及
び
人
事
異
動
等

に
伴
い
補
正
。 
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妊
婦
健
診
を
受
け
な
い
背
景

に
は
「
費
用
が
払
え
な
い
」
と

い
う
経
済
格
差
や
「
お
産
は
自

然
現
象
」
と
い
う
安
全
へ
の
過

信
が
見
ら
れ
る
。
医
師
不
足
が

深
刻
化
す
る
中
、
安
心
し
て
出

産
で
き
な
い
環
境
も
あ
る
。 

　
そ
こ
で
、
産
婦
人
科
医
療
・

緊
急
医
療
体
制
の
強
化
拡
充
や
、

妊
娠
・
出
産
・
育
児
に
関
す
る

知
識
を
伝
え
て
い
く
生
命
維
持

の
教
育
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。 

　
少
子
化
対
策
は
、
産
み
、
育

て
る
環
境
整
備
の
支
援
策
が
必

要
で
あ
り
、
子
供
が
生
ま
れ
る

こ
と
は
人
口
対
策
に
も
係
わ
る

重
要
な
問
題
で
す
。
産
み
や
す

い
環
境
整
備
を
整
え
る
こ
と
は
、

最
優
先
事
業
で
あ
る
と
私
は
判

断
し
ま
す
。
尊
い
子
供
の
命
を

守
る
た
め
に
も
、
負
担
を
軽
減

す
る
妊
婦
健
診
費
助
成
（
現
在

二
回
の
助
成
）
の
拡
大
を
積
極 

的
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

　
健
診
助
成
の
拡
大
、
医
療
体

制
の
強
化
拡
充
、
教
育
等
に
つ

い
て
町
長
の
お
考
え
は
。 

   

　
平
成
二
十
年
度
か
ら
、
公
費

負
担
の
回
数
を
増
や
す
。
五
回

程
度
の
助
成
を
し
な
が
ら
、
今

後
の
状
況
を
見
た
中
で
、
ま
た

対
応
を
す
る
、
し
な
い
を
考
え

る
。
妊
婦
等
に
は
妊
娠
・
健
康
・

栄
養
・
育
児
等
に
関
す
る
こ
と

の
母
親
・
父
親
教
室
へ
の
参
加

や
健
康
診
査
の
受
診
勧
奨
の
さ

ら
な
る
広
報
、
啓
発
に
力
を
入

れ
て
い
き
た
い
。 

　
深
刻
化
す
る
産
科
医
師
の
減

少
に
つ
い
て
は
、
医
師
会
や
大

学
へ
の
働
き
か
け
、
助
産
師
等

の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
事
な

ど
を
踏
ま
え
県
へ
の
要
望
を
し

て
い
く
。 

総
務
部 

　
中
井
誕
生
100
周
年
を
来
年
度

迎
え
る
こ
と
か
ら
、
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
と
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
を
決

定
し
た
。
来
年
度
の
各
種
事
業
に

向
け
有
効
に
活
用
し
て
い
く
。 

 

経
済
建
設
部 

　
十
月
十
四
日
、
中
井
中
央
公
園

に
お
い
て
「
美
・
緑
な
か
い
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
０
７
」
を
開
催

し
た
。 

　
十
二
月
一
日
・
二
日
に
、
農
村

環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
で
「
農
産
物

品
評
会
」
を
開
催
し
た
。
総
数
三

六
〇
点
に
お
よ
ぶ
出
展
が
あ
っ
た
。 

　
町
道
整
備
事
業
で
は
、
境
幹
線

に
、
街
路
灯
の
設
置
や
歩
道
へ
の

転
落
防
止
柵
の
設
置
な
ど
を
施
工

し
て
い
る
。 

　
ま
た
、
生
活
関
連
町
道
で
は
、

台
田
線
及
び
遠
藤
原
幹
線
の
改
良

工
事
を
発
注
し
、
順
調
に
工
事
執

行
し
て
い
る
。 

　
下
水
道
事
業
で
は
、
鐚
川
雨
水

幹
線
整
備
工
事
、
井
ノ
口
坂
本
地

区
の
雨
水
対
策
工
事
を
進
め
る
と

共
に
、
宮
原
地
区
を
中
心
に
整
備

を
予
定
し
て
い
る
。
汚
水
枝
線
築

造
工
事
は
、
計
画
ど
お
り
順
調
に

発
注
し
て
い
る
。 

　
上
水
道
事
業
で
は
、
老
朽
化
に

伴
う
雑
色
取
水
場
電
気
設
備
更
新

工
事
の
ほ
か
、
下
水
道
枝
線
工
事

や
町
道
工
事
に
伴
う
支
障
配
水
管

布
設
替
工
事
を
中
心
に
、
順
次
発

注
し
て
い
る
。 

　
ま
た
、
五
所
ノ
宮
導
水
管
布
設

替
工
事
等
は
、
年
内
発
注
を
目
途

に
取
組
ん
で
い
る
。 

 

教
育
委
員
会 

　
十
一
月
三
日
の
「
中
井
町
読
書

の
日
」
に
、
児
童
・
生
徒
か
ら
応

募
の
あ
っ
た
標
語
・
ポ
ス
タ
ー
の

優
秀
作
品
を
表
彰
し
た
。 

　
ふ
れ
あ
い
と
交
流
の
里
づ
く
り

事
業
は
、
町
道
関
山
線
沿
線
に
東

屋
や
句
碑
が
設
置
で
き
た
の
で
、

十
月
七
日
に
「
な
か
い
里
山
写
生

会
」
を
開
催
し
た
。
入
選
作
品
は
、

絵
葉
書
等
に
活
用
し
て
い
き
た
い
。 

　
ま
た
、
十
月
二
十
八
日
に
は
、

比
奈
窪
か
ら
岩
倉
一
帯
で
、
里
山

の
自
然
観
察
会
を
開
催
し
、
沿
線

周
辺
の
植
物
観
察
を
行
っ
た
。 

問 

成
川
保
美
議
員 

妊
婦
健
康
診
査
費
助
成
の
拡
大
は 

 

助
成
の
回
数
を
増
や
す 

町
長 

妊婦健康診査は大切 

行
　
政
　
報
　
告 
行
　
政
　
報
　
告 

一般質問 12月議会 
質問者本人が 
原稿を作成し 
ています。 
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町
は
政
策
目
標
に
基
づ
き
効

果
的
・
効
率
的
に
事
務
事
業
を

処
理
す
る
組
織
を
必
要
と
し
、

第
四
次
行
政
改
革
大
綱
を
平
成

十
八
年
に
策
定
、
推
進
し
、
機

構
改
革
で
部
長
制
度
廃
止
を
含

め
た
検
討
を
し
て
い
ま
す
。 

　
来
年
度
の
町
行
政
組
織
の
見

直
し
に
つ
い
て
以
下
の
三
点
を

お
尋
ね
し
ま
す
。 

①
課
長
の
政
策
立
案
能
力
や
、

国
、
県
等
へ
の
対
外
折
衝
力
に

つ
い
て
。 

②
各
課
間
の
調
整
機
能
は
、
新

た
な
組
織
が
対
応
す
る
の
か
。 

③
町
の
重
要
な
意
思
決
定
は
ど

の
よ
う
な
体
制
か
。 

　
町
長
に
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

   

　
町
民
か
ら
見
て
も
責
任
や
権

限
の
所
在
が
わ
か
り
や
す
い
組

織
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
、
か

つ
最
少
の
職
員
数
で
の
運
営
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
来
年
四
月
か
ら
部
制
を
廃
止

し
た
新
た
な
行
政
組
織
を
定
め

る
中
井
町
課
設
置
条
例
に
つ
い

て
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。 

①
管
理
職
で
あ
る
課
長
は
、
政

策
立
案
能
力
、
及
び
対
外
折
衝

力
は
十
分
な
資
質
を
備
え
て
い

る
と
判
断
し
て
い
ま
す
。 

②
部
制
の
廃
止
に
伴
い
、
事
務

事
業
の
進
行
管
理
、
事
務
調
整

等
に
つ
い
て
は
す
べ
て
副
町
長

が
行
い
、
現
在
、
部
長
が
行
っ

て
い
る
専
決
事
項
は
課
長
等
に

付
与
し
ま
す
。 

③
部
制
廃
止
に
伴
い
、
特
別
職

と
と
も
に
町
の
重
要
な
政
策
形

成
を
担
う
職
と
し
て
新
た
に
課

長
兼
務
の
参
事
職
を
考
え
て
い

ま
す
。 

 

 

　
中
井
町
で
は
、
十
九
年
度
か

ら
地
下
水
の
環
境
を
保
全
す
る

た
め
、
岩
倉
・
境
・
比
奈
窪
地

区
の
一
部
区
域
を
水
源
の
森
林

エ
リ
ア
と
し
て
整
備
す
る
。 

　
安
定
し
た
地
下
水
源
の
確
保

を
図
り
、
維
持
し
て
後
世
へ
引

き
継
ぐ
事
は
、
環
境
施
策
の
一

環
と
し
て
大
切
な
事
で
す
。 

　
森
林
の
荒
廃
は
、
水
源
環
境

保
全
の
影
響
や
国
民
に
被
害
が

広
が
っ
て
い
る
杉
の
花
粉
に
よ

る
影
響
も
生
じ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。人
間
に
と
っ

て
生
き
や
す
い
自
然
環
境
保
全 

・
再
生
は
全
国
的
に
も
重
要
な

施
策
だ
と
思
い
ま
す
。 

　
「
地
域
水
源
林
整
備
」
を
す

る
面
積
三
十
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
、

オ
オ
タ
カ
が
生
息
し
て
い
る
地

区
も
入
っ
て
い
る
。
中
井
に
生

息
す
る
動
植
物
と
私
た
ち
が
よ

り
好
い
関
係
で
共
存
で
き
る
環

境
整
備
の
あ
り
方
や
今
後
の
計

画
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。 

①
調
査
・
研
究
・
実
施
時
期
。 

②
賃
貸
料
と
協
定
林
方
式
等
。 

③
水
源
林
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
の 

推
進
に
つ
い
て
。 

   

①
地
権
者
を
対
象
に
し
た
事
業

説
明
会
を
開
催
し
た
。 

　
オ
オ
タ
カ
の
営
巣
地
も
確
認

で
き
る
こ
と
か
ら
、
県
緑
政
課

等
の
関
係
機
関
の
ご
指
導
を
受

け
な
が
ら
、
自
然
環
境
に
配
慮

し
た
整
備
計
画
を
立
て
、
年
度

末
に
調
査
を
完
了
す
る
予
定
。 

②
本
町
は
ク
ヌ
ギ
、
コ
ナ
ラ
が

多
い
こ
と
か
ら
、
水
源
林
整
備

協
定
方
式
を
採
用
、
地
権
者
と

の
契
約
等
に
伴
う
賃
貸
料
の
単

価
を
各
地
権
者
に
示
し
て
い
る
。 

③
中
井
町
独
自
の
水
源
林
パ
ー

ト
ナ
ー
制
度
の
導
入
は
現
在
考

え
て
い
な
い
。 

 

水源の森 

より良いまちづくりへ 

問 

 

部
長
制
廃
止 

町
長 

問 

 

年
度
内
調
査
を
完
了 

町
長 

小
清
水
招
男
議
員 

機

構

改

革

に

つ

い

て

 

成
川
保
美
議
員 
水
源
の
森
林
づ
く
り
事
業
は 

地下水となって　 
長時間で流下する 

35％ 

幹・枝葉に 
とまる　　 
25％ 

蒸散する 
15％ 

地表を流れる 
25％ 

地下水 

雨
水 

雨
水 

雨
水 

雨
水 
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町
は
、
病
気
な
ど
に
対
し
て

抵
抗
力
の
弱
い
小
児
を
抱
え
る

世
帯
に
と
っ
て
、
お
金
の
心
配

な
く
病
院
に
行
け
る
よ
う
に
と
、

小
学
六
年
生
ま
で
医
療
費
の
無

料
化
を
進
め
て
き
ま
し
た
。 

　
と
こ
ろ
が
、
県
は
現
在
三
歳

ま
で
の
医
療
費
の
助
成
を
、
六

歳
ま
で
に
引
き
上
げ
所
得
制
限

を
緩
和
す
る
と
し
た
が
、
小
児

(

四
歳
以
上)

・
ひ
と
り
親
家
庭
・

重
度
障
害
者
の
医
療
費
助
成
制

度
に
、
通
院
一
回
二
〇
〇
円
、

入
院
一
日
一
〇
〇
円
の
負
担
導

入
を
決
め
ま
し
た
。 

　
小
児
医
料
の
無
料
化
を
堅
持

す
る
た
め
、
ひ
と
り
親
家
庭
・

重
度
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

も
含
め
、
負
担
導
入
分
を
町
が

負
担
し
て
町
民
に
負
担
転
嫁
を

し
な
い
こ
と
。
ま
た
、
六
十
五

歳
以
上
の
方
が
新
た
に
障
害
者

に
な
っ
た
場
合
、
県
は
医
療
費

助
成
制
度
か
ら
外
す
と
し
て
い

る
が
、
今
の
制
度
を
守
る
こ
と

を
求
め
て
お
考
え
を
伺
う
。 

   

　
小
児
医
療
費
、
重
度
障
害
者

医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
は
、

来
年
度
予
算
編
成
に
向
け
、
子

育
て
世
代
へ
の
負
担
軽
減
及
び

重
度
障
害
者
の
負
担
緩
和
を
考

慮
し
、
助
成
対
象
者
の
所
得
制

限
は
設
け
な
い
で
、
一
部
負
担

金
の
無
料
化
を
考
え
て
い
る
。 

　
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
に
つ

い
て
も
一
部
負
担
金
の
無
料
化

を
考
え
て
い
る
。 

  

　
町
が
今
後
、
こ
の
六
十
五
歳

以
上
の
障
害
者
の
方
を
、
重
度

障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
の
中

に
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
に
つ

い
て
、
担
当
課
と
し
て
は
従
前

と
同
じ
に
し
て
い
き
た
い
。
予

算
編
成
の
中
で
検
討
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
。 

 

　
昨
年
度
、
厳
島
湿
生
公
園
の

保
全
及
び
管
理
運
営
に
係
る
協

議
会
が
設
置
さ
れ
、
環
境
保
全

活
動
が
計
画
的
に
推
進
さ
れ
て

い
ま
す
。
次
に
大
切
な
こ
と
は
、

環
境
教
育
資
源
と
し
て
の
さ
ら

な
る
充
実
で
す
。 

　
幸
い
な
こ
と
に
、
町
の
自
然

観
察
指
導
員
養
成
講
座
か
ら
指

導
員
が
輩
出
し
、
活
動
体
制
が

整
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
今
年

度
か
ら
厳
島
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
会
が
活
動
を
開
始
し
ま
し
た
。 

　
こ
う
し
た
動
き
を
加
速
す
る

た
め
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ

の
支
援
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。 

　
ま
ず
現
場
で
要
望
の
あ
る
植

物
の
名
札
を
つ
く
る
工
作
室
、

観
察
資
料
な
ど
を
整
理
す
る
作

業
所
、
外
来
植
物
の
除
去
な
ど

に
使
用
す
る
道
具
類
の
保
管
な

ど
、
複
合
的
に
利
用
す
る
簡
便

な
管
理
棟
が
必
要
で
す
。
整
備

す
る
お
考
え
は
。 

    

   

　
本
年
度
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組

織
を
一
般
公
募
し
、
新
た
な
住

民
参
加
に
よ
る
環
境
と
共
生
し

た
協
働
の
取
り
組
み
の
輪
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。 

　
県
は
「
花
と
水
の
交
流
圏
づ

く
り
事
業
」
に
つ
い
て
四
年
間

の
事
業
延
伸
を
位
置
づ
け
た
。 

　
町
は
本
年
度
か
ら
歴
史
、
文

化
資
源
、
さ
ら
に
は
周
辺
の
自

然
景
観
な
ど
の
地
域
資
源
を
生

か
し
た
新
た
な
回
遊
性
を
高
め

る
事
業
と
し
て
、
計
画
し
て
い

ま
す
。 

　
複
合
的
に
利
用
す
る
簡
便
な

管
理
棟
の
整
備
に
つ
い
て
は
、

そ
の
必
要
性
も
十
分
認
識
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
本
年
度
か
ら

進
め
る
事
業
延
伸
の
期
間
の
中

で
、
規
模
等
を
含
め
整
備
を
検

討
し
た
い
。 

 

問 

問 

小
清
水
招
男
議
員 
管

理

棟

の

設

置

を

 

 

無
料
化
を
検
討
中 

町
長 

 

整
備
を
検
討 

町
長 

小
沢
長
男
議
員 

医

療

制

度

の

充

実

を

 

活動の拠点を 

民
生
部
長 
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自
公
政
権
の
医
療
改
悪
に
よ
っ

て
、
七
十
五
歳
以
上
の
人
は
別

立
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
す
る
こ
と
に
な
る
。 

　
保
険
料
は
二
年
ご
と
の
見
直

し
の
た
め
値
上
げ
は
必
至
で
す
。 

　
今
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
保

険
料
を
滞
納
す
る
と
保
険
証
を

取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
診

療
報
酬
を
「
定
額
制
」
と
し
て

保
険
が
使
え
る
医
療
に
上
限
を

つ
け
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い

る
。
そ
う
な
る
と
、
手
厚
い
治

療
を
行
う
病
院
は
赤
字
に
な
る
。 

　
高
齢
者
だ
け
を
ひ
と
つ
の
医

療
保
険
に
押
し
込
め
、
死
ぬ
ま

で
保
険
料
を
払
わ
せ
る
制
度
は
、

世
界
で
も
異
常
で
す
。 

　
高
齢
者
や
低
所
得
者
を
差
別

し
、
排
除
す
る
医
療
政
策
は
撤

回
し
、
誰
も
が
安
心
し
て
か
か

れ
る
医
療
制
度
へ
の
改
革
が
必

要
で
す
。
制
度
の
実
施
を
撤
回

す
る
よ
う
国
に
求
め
る
こ
と
を

要
請
し
、
お
考
え
を
伺
う
。 

  

　 

  

　
急
速
な
老
齢
化
に
伴
い
、
老

人
医
療
を
中
心
に
医
療
費
が
増

大
す
る
中
、
現
役
世
代
と
高
齢

者
世
代
の
負
担
を
明
確
化
し
、

公
平
で
分
か
り
や
す
い
制
度
に

す
る
た
め
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
が
創
設
さ
れ
た
。 

　
資
格
証
明
書
の
発
行
に
つ
い

て
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
被

保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
る
。 

　
資
格
証
明
書
の
交
付
に
当
た
っ

て
は
、
被
保
険
者
の
状
況
把
握

に
十
分
努
め
る
。 

　
平
成
二
十
年
四
月
よ
り
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
該
当
す
る

者
が
安
心
し
て
保
険
医
療
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
進
め
て
い
る
。 

　
廃
止
・
撤
回
は
求
め
な
い
。 

 

 

　
保
育
料
の
引
き
下
げ
に
よ
る

子
育
て
支
援
が
必
要
と
考
え
る
。 

　
町
の
保
育
料
徴
収
基
準
額
で

見
る
と
、
町
民
税
非
課
税
世
帯

の
町
基
準
額
、
三
歳
児
四
千
円

で
、
国
基
準
額
六
千
円
に
対
し

二
千
円
の
減
額
で
す
。 

　
所
得
税
四
十
五
万
九
千
円
以

上
は
、
三
歳
児
の
町
基
準
額
三

万
千
円
〜
三
万
五
千
円
で
国
基

準
三
歳
以
上
児
七
万
七
千
円
よ

り
四
万
六
千
円
〜
四
万
二
千
円

町
は
減
額
し
て
い
ま
す
。 

　
所
得
の
少
な
い
階
層
が
国
の

基
準
よ
り
三
千
円
〜
一
万
円
の

負
担
軽
減
で
、
所
得
の
多
い
階

層
が
三
万
円
〜
五
万
円
近
く
の

負
担
軽
減
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
所
得
が
多
く
て
も
、
月
々
の

負
担
額
が
三
〜
六
万
円
に
な
る

と
大
変
で
す
。
所
得
の
少
な
い

階
層
は
さ
ら
に
大
変
な
負
担
で

す
。
全
体
の
保
育
料
金
を
引
き

下
げ
る
中
で
、
低
所
得
層
に
大

幅
な
負
担
軽
減
を
図
る
べ
き
だ

と
、
三
月
議
会
で
求
め
ま
し
た

が
、
検
討
さ
れ
ま
し
た
か
。 

　
中
井
町
で
最
高
の
五
万
八
千

円
が
、
箱
根
町
は
三
万
九
千
三

百
円
に
下
げ
て
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
姿
勢
を
求
め
ま
す
。 

   
　
現
在
の
保
育
料
階
層
区
分
の

う
ち
、
前
年
度
の
所
得
税
非
課

税
世
帯
に
つ
い
て
は
、
現
下
の

厳
し
い
所
得
状
況
に
か
ん
が
み
、

次
年
度
よ
り
現
行
の
保
育
料
の

引
き
下
げ
を
予
定
し
て
い
る
。 

　
所
得
税
非
課
税
世
帯
の
う
ち
、

現
在
、
母
子
世
帯
、
在
宅
障
害

児
（
者
）
の
い
る
世
帯
に
つ
い

て
は
、
町
民
税
非
課
税
世
帯
は

保
育
料
が
無
料
と
な
っ
て
い
る

が
、
町
民
税
課
税
世
帯
ま
で
減

額
の
範
囲
を
拡
大
し
た
く
検
討

し
て
い
る
。 

 

問 

 

撤
回
を
求
め
な
い 

町
長 

問 

 

引
き
下
げ
を
予
定 

町
長 

小
沢
長
男
議
員 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
撤
回
を 

小
沢
長
男
議
員 
保

育

料

の

引

き

下

げ

を 

健やかな成長のために 
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行
財
政
改
革
の
推
進
と
、
少

子
高
齢
社
会
へ
の
対
応
が
迫
ら

れ
て
お
り
、
ま
た
、
合
併
は
諸

課
題
を
検
証
し
町
民
が
進
む
べ

き
方
向
性
を
示
す
時
期
が
迫
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、 

①
二
十
年
度
の
重
点
施
策
は
。 

②
実
施
計
画
に
お
け
る
ロ
ー
リ

ン
グ
結
果
の
内
容
は
。 

③
行
政
改
革
大
綱
の
進
捗
は
。 

④
イ
ン
タ
ー
周
辺
の
開
発
は
。 

⑤
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
施
設
等

整
備
の
調
査
検
討
の
結
論
は
。 

⑥
合
併
に
対
す
る
今
の
考
え
は
。 

⑦
部
長
制
廃
止
に
よ
り
、
職
員

の
意
欲
が
低
下
す
る
の
で
は
。 

　
以
上
に
つ
い
て
町
長
の
考
え

は
。 

   

①
中
井
誕
生
100
周
年
記
念
事
業

を
約
二
千
万
の
予
算
で
実
施
。 

　
ま
た
、
子
育
て
支
援
対
策
の

充
実
化
を
図
る
と
と
も
に
、
生

活
関
連
道
路
の
整
備
等
、
安
全

で
安
心
な
生
活
基
盤
の
整
備
に

努
め
る
。 

　
そ
の
他
約
二
十
四
の
事
業
を

重
点
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
る
。 

②
少
子
高
齢
化
の
進
展
に
伴
う

扶
助
費
や
福
祉
関
連
特
別
会
計

へ
の
繰
出
金
等
が
見
込
ま
れ
る

が
、
総
合
計
画
に
沿
っ
て
、
費

用
対
効
果
と
財
政
の
見
通
し
を

精
査
検
討
し
て
、
三
年
間
の
事

業
の
執
行
計
画
を
策
定
し
た
。 

③
昨
年
度
末
で
約
六
割
の
事
務

事
業
を
実
施
し
、
今
後
は
行
政

組
織
の
見
直
し
と
共
に
、
効
率

的
な
行
財
政
運
営
に
取
り
組
む
。 

④
地
権
者
の
協
力
と
秦
野
市
と

の
連
携
、
線
引
き
の
見
直
し
等
、

県
と
の
継
続
的
な
推
進
を
図
る
。 

⑤
都
合
七
回
開
催
し
前
進
し
た

取
り
組
み
方
針
を
検
討
予
定
。 

⑥
町
民
の
意
見
を
尊
重
。 

⑦
参
事
を
八
級
と
し
て
残
し
、

給
料
面
は
維
持
す
る
。 

      

　
町
防
災
会
議
は
災
害
対
策
基

本
法
第
四
十
二
条
に
基
づ
き
、

平
成
十
五
年
に
、
町
地
域
防
災

五
ヶ
年
計
画
を
発
表
さ
れ
た
。 

　
そ
の
中
で
消
防
団
員
百
二
十

八
名
で
、
昼
間
の
団
員
数
は
何

名
か
。
ま
た
、
婦
人
消
防
団
と

地
域
会
社
員
に
よ
る
消
防
団
の

結
成
等
の
お
考
え
は
。 

　
県
内
地
震
想
定
の
中
で
Ｍ
７

〜
８
が
予
想
さ
れ
、
被
害
状
況

は
、
上
水
道
で
八
十
％
〜
百
％

と
さ
れ
て
い
る
。 

　
水
は
一
人
一
日
三
リ
ッ
ト
ル

必
要
と
聞
く
が
、
水
の
確
保
は

十
分
と
は
言
え
な
い
。 

　
ま
た
、
県
内
で
も
防
災
公
園

が
で
き
つ
つ
あ
る
が
、
町
の
計

画
は
あ
る
か
。 

   

　
本
町
で
は
昼
間
の
団
員
数
は

五
十
三
％
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
婦
人
消
防
団
と
地
域
会
社
員

に
よ
る
消
防
団
の
結
成
等
は
、

近
年
、
全
国
レ
ベ
ル
で
は
結
成

は
増
え
て
い
る
が
、
半
数
以
上

の
団
員
が
町
内
勤
務
し
て
い
る

状
況
等
か
ら
、
現
在
は
考
え
て

い
ま
せ
ん
。 

　
飲
料
水
に
つ
い
て
で
す
が
、

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
一
つ
で
あ
る
、

上
水
道
管
の
耐
震
管
へ
の
布
設

替
え
の
促
進
を
図
り
、
ま
た
、

地
下
式
非
常
用
飲
料
水
槽
を
二

基
設
置
し
、
合
わ
せ
て
百
ト
ン
、

全
町
民
の
約
三
日
分
確
保
し
て

あ
り
ま
す
。 

　
平
成
十
年
に
中
井
や
ま
ゆ
り

園
と
飲
料
水
供
給
援
助
協
定
の

締
結
を
し
ま
し
た
。 

　
生
活
用
水
は
ど
う
い
う
形
で

災
害
避
難
民
の
所
へ
配
水
・
給

水
が
で
き
る
か
検
討
す
る
。 

　
防
災
公
園
は
、
中
央
公
園
に

防
災
活
動
拠
点
と
し
、
充
実
さ

せ
る
た
め
、
検
討
し
て
い
く
。 

問 

問 

原
　
憲
三
議
員 
防
災
対
策
の
見
直
し
と
増
強
を 

 

100
周
年
事
業
他 

町
長 

 

防
災
活
動
拠
点
充
実 

町
長 

杉
山
祐
一
議
員 

平
成
20
年
度
の
重
点
施
策
は 

安全と安心のために 

百年の絆でつくるなかいいまち 
ももとせ きずな 
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近
年
、
地
球
温
暖
化
由
来
の

異
常
気
象
に
よ
り
、
大
型
台
風

や
記
録
的
な
豪
雨
に
よ
る
土
石

流
や
傾
斜
地
崩
壊
な
ど
で
、
生

命
財
産
を
失
う
と
い
っ
た
被
害

が
多
数
発
生
し
て
お
り
ま
す
。 

　
安
全
と
安
心
は
イ
コ
ー
ル
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
安
心
し
て
生

活
す
る
た
め
に
は
行
政
が
常
に

危
機
感
を
持
ち
、
安
全
な
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
る
責
務
が
あ
る

と
考
え
ま
す
。
県
内
の
人
家
五

戸
以
上
の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険

箇
所
は
平
成
十
五
年
報
告
で
、

前
回
と
比
べ
四
七
三
箇
所
増
加

し
て
い
る
現
状
で
は
、
五
戸
未

満
の
危
険
箇
所
は
各
市
町
村
で

の
対
応
が
必
要
と
考
え
ま
す
。 

　
今
後
の
急
傾
斜
地
危
険
箇
所

に
対
す
る
対
策
と
、
危
険
箇
所
、

危
険
区
域
の
周
知
に
つ
い
て
の

お
考
え
を
お
尋
ね
し
ま
す
。 

 

　 

  

　
大
規
模
災
害
か
ら
町
民
の
生

命
・
財
産
を
守
り
、
町
民
一
人

ひ
と
り
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

ま
ち
づ
く
り
は
最
重
点
課
題
で

あ
り
ま
す
。
急
傾
斜
地
崩
壊
防

止
対
策
は
県
単
独
事
業
と
し
て

進
め
て
お
り
ま
す
が
、
五
戸
未

満
に
お
け
る
事
業
採
択
の
要
件

緩
和
を
引
き
続
き
国
・
県
へ
要

望
活
動
を
行
う
と
共
に
、
財
政

状
況
を
見
極
め
な
が
ら
、
事
業

推
進
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

　
ま
た
危
険
箇
所
等
の
周
知
に

つ
い
て
は
、
地
域
住
民
の
避
難

勧
告
や
指
示
発
令
の
重
要
な
判

断
資
料
で
も
あ
る
事
か
ら
、
県

の
情
報
と
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

と
の
リ
ン
ク
も
検
討
し
て
ま
い

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
防
災
無
線

に
よ
る
速
や
か
な
情
報
提
供
も

含
め
多
方
面
か
ら
の
検
討
を
行

い
、
避
難
誘
導
体
制
づ
く
り
の

構
築
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

      

　
人
口
が
減
少
し
て
高
齢
化
が

進
む
今
、
町
内
の
診
療
所
が
休

み
な
ど
で
、
町
民
が
安
心
し
て

診
療
が
受
け
ら
れ
な
い
で
困
っ

て
い
ま
す
。
近
隣
に
は
、
足
柄

上
病
院
、
秦
野
赤
十
字
病
院
な

ど
が
あ
り
ま
す
が
、
通
院
、
診

療
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
地

域
医
療
は
町
の
責
任
で
す
が
、 

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。 

　
町
内
の
小
売
店
の
現
状
は
、 

近
隣
の
大
型
店
に
客
を
奪
わ
れ 

厳
し
い
状
況
の
中
、
最
近
、
近 

所
の
ス
ー
パ
ー
が
閉
店
し
た
。 

高
齢
者
な
ど
は
買
い
物
に
不
便

を
感
じ
て
い
ま
す
。 

　
商
店
の
活
性
化
に
ど
の
よ
う 

な
検
討
を
し
て
い
る
か
。 

　
ま
た
、
平
成
十
七
年
の
「
人 

口
減
少
時
代
を
迎
え
諸
施
策
の 

提
言
」
を
ど
の
よ
う
に
検
討
し 

て
い
る
か
。 

 

   

　
地
域
に
密
着
し
た
医
療
体
制 

は
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち 

づ
く
り
に
欠
か
せ
な
い
。 

　
町
内
医
療
機
関
の
先
生
方
に 

は
、
か
か
り
つ
け
医
、
健
康
診 

断
等
に
御
協
力
を
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。 

　
足
柄
上
医
師
会
の
知
恵
を
お 

か
り
す
る
。 

　
町
民
生
活
の
利
便
性
を
図
る 

た
め
に
、
町
内
の
商
店
会
活
性 

化
と
、
身
近
な
地
域
で
、
買
い 

物
が
で
き
る
環
境
を
確
保
し
て 

い
く
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。 

　
商
品
券
補
助
、
融
資
事
業
な 

ど
を
実
施
し
て
お
り
、
に
ぎ
わ 

い
の
場
づ
く
り
へ
の
支
援
も
行 

っ
て
い
る
。 

　
人
口
増
加
対
策
は
、
都
市
的 

土
地
利
用
の
促
進
、
生
活
基
盤 

の
整
備
の
対
策
を
講
じ
て
い
く 

必
要
が
あ
る
。 

 

身近に求められる医療 

整備済の急傾斜地 

問 

 

事
業
推
進
に
努
め
る 

町
長 

問 

 

生
活
基
盤
の
整
備 

町
長 

森
　
丈
嘉
議
員 

急
傾
斜
地
対
策
に
つ
い
て 

植
木
清
八
議
員 
地
域
の
診
療
所
と
商
店
の
今
後
は 
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県
営
井
ノ
口
東
地
区
農
道
整

備
事
業
が
平
成
十
年
度
に
採
択

さ
れ
、
平
成
十
八
年
度
完
了
予

定
で
第
一
工
区
（
上
井
ノ
口
）

よ
り
事
業
が
始
ま
っ
た
。
し
か

し
近
隣
自
治
会
か
ら
の
陳
情
に

よ
り
当
初
の
設
計
か
ら
変
更
を

余
儀
な
く
さ
れ
、
県
の
財
政
問

題
も
あ
り
工
事
が
大
幅
に
遅
れ

て
い
る
。
途
中
、
事
業
再
評
価

の
対
象
と
な
っ
た
が
、
平
成
二

十
年
度
に
第
一
工
区
が
完
了
予

定
で
あ
る
。
第
二
工
区
の
遠
藤

原
自
治
会
よ
り
、
県
・
町
に
対

し
て
早
期
着
手
の
陳
情
書
が
提

出
さ
れ
て
い
る
が
、
平
成
二
十

一
年
度
に
着
手
す
る
に
は
今
年

度
か
ら
手
続
き
が
必
要
だ
と
思

い
ま
す
が
町
長
の
考
え
は
。 

　
ま
た
町
で
実
施
し
た
東
農
道

受
益
地
で
あ
る
諏
訪
地
区
地
権

者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と

七
十
五
％
の
方
々
が
行
政
主
体

で
土
地
の
整
備
・
利
用
を
図
り

た
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。

そ
れ
を
踏
ま
え
町
で
は
諏
訪
地

区
の
ま
ち
づ
く
り
構
想
を
行
い
、

将
来
事
業
化
の
方
策
で
す
が
、

秦
野
中
井
イ
ン
タ
ー
周
辺
東
の

土
地
利
用
の
見
通
し
は
。 

   

　
第
二
工
区
の
事
業
に
お
い
て

は
、
地
権
者
の
協
力
を
頂
き
な

が
ら
、
計
画
通
り
平
成
二
十
一

年
度
か
ら
事
業
着
手
に
向
け
、

県
農
地
課
と
協
議
を
進
め
て
い

る
。 

　
諏
訪
地
区
の
土
地
利
用
で
す

が
、
将
来
的
に
二
四
六
バ
イ
パ

ス
や
（
仮
称
）
湘
南
丘
陵
幹
線

が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
第
五
次

中
井
町
総
合
計
画
で
も
土
地
利

用
を
推
進
す
る
地
区
と
し
て
非

常
に
高
く
位
置
付
け
て
お
り
、

秦
野
市
と
連
携
を
図
り
、
都
市

的
土
地
利
用
を
進
め
た
い
。 

 

　住民基本台帳ネットワークシステムに関する意見書 
　情報化社会を迎え、電子自治体推進の一環とし、平成15年8月から住民基本台帳ネッ
トワークシステムが稼動し、希望する住民に住民基本台帳カードの交付が開始された。 
　簡素で効率的な行政運営と情報のスピード化、高度情報化に対応した電子自治体
の取り組みであり、独自利用領域によるカードの多目的利用も可能となり、住民サー
ビスに大きく貢献できるものと理解していた。 

　しかしながら、現状のカード利用範囲は住民票写しの広域交付や本人情報の確認等、ごく限られたも
のである。 
　住基カードシステムは、この住基ネット上の利用以外に、市町村では独自利用領域を活用した証明書
自動交付機、印鑑登録証、図書館サービスなど様々なサービスを可能としているが、活用には機器の設
置など多大な経費を必要とし、国の支援なくして多目的利用は不可能である。 
　住基カードシステムの維持運営に関しても、厳しい財政状況の中、恒常的にかかる経費は行財政に大
きな影を落とし、費用対効果を検証するなら住基カードシステムは不要とも思える。 
　全国的にみても住基カードの発行枚数は91万枚(18年３月末)、多目的利用の自治体は102団体(17年
４月１日)とシステムの利用は極端に少なく、大きな課題である。 
　このような状況下、国においては住民基本台帳ネットワークシステムの維持運営、並びに多目的利用
に対し、積極的な財政的支援を行うよう強く要望する。 

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

　　平成19年12月11日 

　衆議院議長　　河　野　洋　平　　殿　 
　参議院議長　　江　田　五　月　　殿 
　内閣総理大臣　　福　田　康　夫　　殿 
　総 務 大 臣　　増　田　寛　也　　殿 
　財 務 大 臣　　額　賀　福志郎　　殿 
　厚生労働大臣　　舛　添　要　一　　殿　　　　　　　　　　　　　神奈川県足柄上郡中井町議会　 

問 

尾
上
　
孝
議
員 
東
名
イ
ン
タ
ー
東
部
の
整
備
は 

 

都
市
的
土
地
利
用
を 

町
長 

諏訪地域の未来は？

国 
要 望 

へ 
　の 
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自主的な市町村合併の推進に関する意見書 
　神奈川県では平成17年4月1日に施行された「市町村の合併の特例等に関する法律（合併新法)」により、

合併推進審議会が設置され、平成19年10月には「神奈川県における自主的な市町村の合併の推進に関する構

想」が策定された。 

　構想に関して地方分権の推進、少子高齢社会の到来、市町村を取り巻く状況の変化などを考慮するなら、

市町村合併を視野に、町の将来構想を根本から見直すことも重要なことである。 

　しかしながら、策定された構想の「合併に向けた取組みが期待される都市圏域」の概要にあって、中井町

は「県西圏域」と「湘南西圏域」に重複している。このことは、行政圏域と生活経済圏域が反する本町を適

切に判断したものと言える。 

　このような状況下、「県西圏域」2市8町にあっては「県西地域合併検討会」を設立、平成22年3月末まで

に合併の方向性を示すとしている。 

　県の合併推進審議会においては、「県西圏域」2市8町が合併の機運が高まっているとの判断をされたよう

だが、重複された中井町住民にあっては、「県西圏域」案のみを課題とすることは認めがたい。 

　よって、県においては、住民の生活経済の実態を考慮した「湘南西圏域」についても、構想対象市町村の

組み合わせとして、総合的な判断資料の提供と支援を行うよう強く要望する。 

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

　　平成19年12月11日 

　神奈川県知事　　松　沢　成　文　　殿 

神奈川県足柄上郡中井町議会　 

医療費助成制度見直し撤回を求める意見書 
　県は小児・ひとり親及び、重度障害者医療費助成制度の見直しを実施しようとしている。 

　今まで、子どもたちや重度障害者が医療費の心配がなく、必要な医療を等しく受けられるように、医療費

助成制度が実施され、多くの県民の働きかけによって充実されてきた。 

　小児医療に関して、通院分について現行の3歳未満から、小学校就学前児童まで拡大することは好ましいが、

一部負担金の導入は少子化対策として全国的に助成対象が拡大している中、逆行するものと考える。 

　ひとり親医療に関しても、小児医療と同様に考える。 

　重度障害者医療については、一部負担金導入はもとより、生活実態を把握せずに所得制限を導入し、65歳

を過ぎて新たに障害の認定を受けた方に対して、助成制度の対象外にすることは、家計への負担増から医療

抑制や治療の中断が懸念されるところである。 

　よって、神奈川県におかれましては、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。 

　１、県の小児・ひとり親・重度障害者医療費助成制度について、一部負担金導入の方針を撤回すること。 

　２、重度障害者について、所得制限の導入及び65歳以上の新規の方を助成対象外とするという方針を撤回

　　すること。 

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

　　平成19年12月11日 

　神奈川県知事　　松　沢　成　文　　殿 

　 

神奈川県足柄上郡中井町議会　 

県 へ の 要 望 
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件　　　　　　名 月　日 審議結果 

件　　　　　　名 月　日 審議結果 

12月5日　文教民生 
常任委員会に付託 

12月5日 

12月5日～6日 

12月11日 原案可決 (賛成全員)

承　　認 

報　　告 

報　　告 

12月11日 議会運営委員 
会閉会中の継続審査 

12月11日 総務経済常任 
委員会閉会中の継続審査 

12月11日 文教民生常任 
委員会閉会中の継続審査 

県の医療費助成制度見直しに関する陳 
情 

中井町営住宅条例の一部を改正する条 
例 

中井町課設置条例 

12月11日 原案可決 (賛成全員)

医療費助成制度見直し撤回を求める意 
見書の提出について 12月11日 原案可決 (賛成全員)

文教民生常任委員会審査報告（所管事 
項執行状況の調査・研究について） 12月11日 

住民基本台帳ネットワークシステムに 
関する意見書の提出について 12月11日 原案可決 (賛成全員)

議員派遣の件について 12月11日 

12月11日 

所管事務の調査について 
　⑴ 町の交通対策について 

所管事務の調査について 
　⑴ 地域医療対策について 
　⑵ 子育て支援センターについて 
　⑶ 生徒・児童の安全対策について 
　⑷ 後期高齢者医療制度について 

19年第2回臨時会 

19年第4回定例会 

中井町職員の給与に関する条例の一部 
を改正する条例 11月28日 原案可決 (賛成全員)
平成19年度中井町一般会計補正予算 
（第2号） 11月28日 原案可決 (賛成全員)
平成19年度中井町国民健康保険特別会 
計補正予算（第2号） 11月28日 原案可決 (賛成全員)
平成19年度中井町介護保険特別会計補 
正予算（第2号） 11月28日 原案可決 (賛成全員)
平成19年度中井町下水道事業特別会計 
補正予算（第1号） 11月28日 原案可決 (賛成全員)
平成19年度中井町水道事業会計補正予 
算（第1号） 11月28日 原案可決 (賛成全員)

中井町土地開発公社定款の一部改正に 
ついて 12月11日 原案可決 (賛成全員)
平成19年度中井町一般会計補正予算 
（第3号） 12月11日 原案可決 (賛成全員)
平成19年度中井町国民健康保険特別会 
計補正予算（第3号） 12月11日 原案可決 (賛成全員)

平成19年度中井町老人保健特別会計補 
正予算（第1号） 12月11日 原案可決 (賛成全員)

平成19年度中井町下水道事業特別会計 
補正予算（第2号） 12月11日 原案可決 (賛成全員)

自主的な市町村合併の推進に関する意 
見書の提出について 12月11日 原案可決 (賛成全員)

町の将来構想に関する決議について 12月11日 原案可決 (賛成全員)

文教民生常任委員会審査報告 
（平成19年陳情第3号） 12月11日 採　　択 

行政報告 

一般質問 
議員・委員派遣結果報告について 

議会運営に関する事項 

町 の 将 来 構 想 に 関 す る 決 議 
　神奈川県では平成17年4月１日に施行された「市町村の合併の特例等に関する法律（合併新法)」により、合
併推進審議会が設置され、平成19年10月には「神奈川県における自主的な市町村の合併の推進に関する構想」
が策定された。 
　構想に関して、地方分権の推進、少子高齢社会の到来、市町村を取り巻く状況の変化などを考慮するなら、
市町村合併を視野に、町の将来構想を根本から見直すことも重要なことである。 
　しかしながら、策定された構想の「合併に向けた取組みが期待される都市圏域」の概要にあって中井町は「県
西圏域」と「湘南西圏域」に重複している。このことは、行政圏域と生活経済圏域が反する中井町を適切に判
断したものと言える。 
　県の合併推進審議会においては、「県西圏域」2市8町が合併の機運が高まっているとの判断をされたようだ
が、重複された中井町住民にあっては、「県西圏域」案のみを課題とすることは承服できるものでない。 
　このような状況下、行政圏域である「県西圏域」2市8町にあっては「県西地域合併検討会」を設立、平成22
年3月末までに合併の方向性を示すとしている。現在、検討会では分科会が設置され、都市像のあり方･現況の
分析･行政サービスの例示等が、20年度中期報告に向け協議されている。 
　町にあっては、広報での合併情報の掲載や、地域懇談会においての合併課題、結果報告、さらには隣接する
秦野市・二宮町・中井町広域行政推進協議会を設立等々に取組まれている。 
　しかし、合併を課題とした地域懇談会の意見概要にあっては、単独町制を含め、長期的には合併も選択肢で
あるが、その場合、生活経済圏域を重視する意見も多かったと受け止めている。 
　このようなことから、早期に行政圏域での合併可否を判断すると共に、単独町制の可能性や、湘南西圏域合
併構想を積極的に調査研究し、地域住民の民意を諮り、住民生活の安定、福祉向上のため、中井町の将来構想
に取組むことを強く求める。 

　以上、決議する。 

　　平成19年12月11日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県足柄上郡中井町議会　 

議 会 の 意 思 

議 案 等 審 議 の 結 果 

議 会 の 意 思 



編
集
後
記

編
集
後
記

編
集
後
記

町
民
の

町
民
の
声 

町
民
の

町
民
の
声 

町
民
の
声 
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委
員
会
活
動 

十
一
月 

一
　
月
　 

十
二
月 

ふ
く
い
く 

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会 

　
　
委
員
長
　
植

木

清

八 

　
　
副
委
員
長
　
原

　

憲

三 

　
　
委
　
員
　
森

　

丈

嘉 

　
　
委
　
員
　
岸

　

光

男 

　
　
委
　
員
　
小

沢

長

男 

　
問
い
合
わ
せ 

　
　
　
議
会
事
務
局 

　
　
　
　
☎
八
一
―
三
九
〇
五 

　
立
春
も
過
ぎ
、
梅
の
花
も
馥
郁

と
し
た
季
節
に
な
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
長
く
寒
い
冬
を
、
小
枝
に

し
が
み
つ
く
よ
う
に
し
て
耐
え
続

け
て
き
た
蕾
が
、
次
々
と
膨
ら
ん

で
、
花
開
く
こ
と
の
喜
び
を
与
え

て
く
れ
ま
す
。 

　
人
生
の
開
花
も
、
長
く
辛
い
忍

耐
の
末
に
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
こ
そ
耐
え
ぬ
い
た
人

生
の
開
花
を
見
る
と
き
、
惜
し
み

な
く
称
賛
を
送
り
た
い
。 

　
冬
の
寒
さ
は
、
も
う
一
息
。
春

は
そ
こ
ま
で
来
て
い
ま
す
。 

　
私
た
ち
も
一
月
、
中
井
町
の
将

来
を
考
え
る
任
意
の
研
究
会
を
立

ち
上
げ
、
議
員
全
員
で
取
り
組
む

こ
と
を
確
認
い
た
し
ま
し
た
。 

　
中
井
町
に
、
新
た
な
春
の
訪
れ

を
告
げ
る
春
雷
が
と
ど
ろ
く
こ
と

を
信
じ
つ
つ
。
　
（
森
） 

１
日
　
上
郡
議
長
会
広
報
編
集
委
員

研
修
会

　
議
会
だ
よ
り
編
集
に
つ
い
て
の
研

修
を
受
け
た
。 

８
日
　
総
務
経
済
常
任
委
員
協
議
会

　
現
場
視
察
と
事
業
執
行
状
況
の
説

明
を
受
け
、
課
題
を
抽
出
し
た
。 

14
日
　
文
教
民
生
常
任
委
員
会

15
日
　
総
務
経
済
常
任
委
員
会

16
日
　
県
議
長
会
議
員
研
修
会

　
山
北
町
に
て
、
議
会
改
革
に
つ
い

て
研
修
し
た
。 

22
日
　
上
郡
議
長
副
議
長
及
び
各
常

任
委
員
長
等
研
修
会

　
東
京
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判

の
傍
聴
と
、
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て

研
修
し
た
。 

26
日
　
議
会
運
営
委
員
会

　
第
二
回
臨
時
議
会
と
、
第
四
回
定

例
会
の
議
事
日
程
等
を
協
議
し
た
。 

28
日
　
臨
時
会
本
会
議

　
　
　
全
員
協
議
会

　
行
政
組
織
の
見
直
し
に
つ
い
て
、

行
政
か
ら
説
明
を
受
け
た
。 

５
日
　
定
例
会
本
会
議

６
日
　
定
例
会
本
会
議

　
　
　
全
員
協
議
会

　
新
規
条
例
に
つ
い
て
、
行
政
か
ら

説
明
を
受
け
た
。 

　
　
　
総
務
経
済
常
任
委
員
会

７
日
　
文
教
民
生
常
任
委
員
会

11
日
　
議
会
運
営
委
員
会

　
当
日
提
案
議
題
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
協
議
し
た
。 

　
　
　
定
例
会
本
会
議

　
　
　
全
員
協
議
会

　
県
町
村
議
会
議
長
会
の
運
営
に

つ
い
て
報
告
し
た
。 

25
日
　
議
会
運
営
委
員
会

　
委
員
会
条
例
改
正
議
案
に
つ
い

て
協
議
し
た
。 

  

９
日
　
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

11
日
　
文
教
民
生
常
任
委
員
会

18
日
　
将
来
構
想
調
査
研
究
会

　
議
員
有
志
で
、
町
の
将
来
を
調

査
研
究
す
る
会
を
立
ち
上
げ
た
。 

22
日
　
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

24
日
　
総
務
経
済
常
任
委
員
会

28
日
　
全
員
協
議
会

　
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
行

政
か
ら
説
明
を
受
け
質
疑
し
た
。 

　
委
員
会
条
例
改
正
議
案
等
検
討

し
た
。 

30
日
　
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

31
日
　
県
議
長
会
正
副
議
長
、
事

務
局
長
合
同
研
修
会

　
議
会
が
知
っ
て
お
き
た
い
危
機

管
理
術
に
つ
い
て
研
修
し
た
。 

総
務
経
済
常
任
委
員
会

11
月
15
日 

　
町
の
交
通
対
策
に
つ
い
て
行
政
か
ら
説

明
を
受
け
、
そ
の
後
調
査
・
研
究
し
た
。 

12
月
６
日 

　
町
の
交
通
対
策
に
つ
い
て
、
資
料
を
参

考
に
調
査
・
研
究
し
た
。 

１
月
24
日 

　
町
の
交
通
対
策
に
つ
い
て
調
査
・
研
究

し
た
。 

 

文
教
民
生
常
任
委
員
会

11
月
14
日 

　
県
の
医
療
費
助
成
制
度
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
つ

い
て
行
政
か
ら
説
明
を
受
け
、
そ
の
後
調

査
・
研
究
し
た
。 

12
月
７
日 

　
付
託
さ
れ
た
陳
情
審
査
を
行
い
、
県
の

医
療
費
助
成
制
度
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
及
び
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い

て
調
査
・
研
究
し
た
。 

　
医
療
費
助
成
制
度
見
直
し
撤
回
を
求
め

る
意
見
書
と
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
意
見
書
作
成
。

十
二
月
定
例
会
に
上
程
し
た
。 

１
月
11
日 

　
地
域
医
療
対
策
と
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
し
た
。 

半
田
龍
夫
（
北
田
） 

　
昨
年
十
二
月
の
定
例
会
を
初
め
て

傍
聴
し
ま
し
た
。 

　
ま
ず
、
傍
聴
席
に
座
り
、
周
り
を

見
る
と
十
一
人
の
傍
聴
人
が
皆
、
リ

ラ
ッ
ク
ス
し
て
始
ま
る
の
を
待
っ
て

い
ま
し
た
。 

　
開
始
五
分
前
、
町
会
議
員
さ
ん
が

一
人
ず
つ
一
礼
し
て
入
場
し
、
傍
聴

人
に
も
頭
を
下
げ
て
席
に
着
く
。 

　
九
時
に
開
始
の
ベ
ル
が
な
り
、
議

長
の
声
が
響
き
厳
粛
に
開
会
さ
れ
ま

し
た
。
町
長
の
行
政
報
告
の
後
、
一

般
質
問
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

　
質
問
内
容
は
、
今
、
町
に
起
き
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
と
共
に
、
関
心

を
持
つ
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
質
問

の
中
で
、
自
然
を
大
切
に
す
る
こ
の

町
に
、
オ
オ
タ
カ
が
生
息
し
て
い
る

こ
と
に
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。 

　
町
の
こ
と
を
多
少
は
知
っ
て
い
る

つ
も
り
で
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
知
ら

な
い
こ
と
が
多
い
の
に
気
が
つ
き
ま

し
た
。 

　
当
日
は
友
人
に
誘
わ
れ
て
行
き
ま

し
た
が
、
時
間
が
た
つ
の
が
早
く
、

す
ご
く
楽
し
か
っ
た
で
す
。
こ
れ
か

ら
は
仲
間
も
誘
っ
て
傍
聴
し
ま
す
。 


